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 【作成基準日】 

  令和３年３月３１日 

 （ただし、出納整理期間における現金の受払等は、基準日までに終了したものとして処

理しています。） 

【端数処理】 

 原則として、表示単位未満を四捨五入しています。ただし、端数調整を行っていない

ため、合計と一致しない場合があります。 



－1－ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



－2－ 

 

 

第 1 章 財務書類の概要 
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  一般企業の会計は、複式簿記による発生主義会計を採用していますが、京田辺市を含む

地方公共団体における予算・決算に係る会計制度（官庁会計）は、現金収支を重視し予算

の適正・確実な執行を図るという観点から、客観性、透明性に優れた単式簿記による現金

主義会計を採用しています。 

 単式簿記による現金主義会計では、ストック（資産・負債情報等）やコスト（減価償却

費等現金の動きを伴わないコスト）情報が不足するとされており、本市においては企業会

計（複式簿記による発生主義会計）の考え方を用いた財務書類を平成２０年度決算分から

「総務省方式改定モデル」により作成し、公表してきました。 

 その後、固定資産台帳の整備等により客観性、比較可能性を担保した「統一的な基準」

による地方公会計の整備の方針が平成 26 年に示され、平成 27 年 1 月には「統一的な基準

による地方公会計マニュアル」が示されたことを受け、本市においても平成 28 年度決算分

より統一的な基準による財務書類を作成し、公表するものです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ 統一的な基準による財務書類の整備 ■ 

                                

 
【平成２７年度決算まで】 

総務省方式改定モデル 

【平成２８年度決算から】 

統一的な基準 

仕 訳 方 法 
決算統計をベースとした 

簡便仕訳 

執行データに基づく仕訳 

（期末一括） 

固定資産台帳 任意（本市は未整備） 必須 

比較可能性 
複数のモデルが存在し 

比較可能性に欠ける 

（全国）統一的な基準で作成す

るため、団体間比較が可能 

 

１ はじめに 

〈単式簿記〉 

  経済取引の記帳を現金の収入・支出として一面的に行う簿記の手法。 

〈複式簿記〉 

  経済取引の記帳を借方と貸方に分けて二面的に行う簿記の手法。 

〈現金主義会計〉 

  現金の収支に着目した会計処理原則であり、現金の収支という客観的な情報に基づくため、公金

の適正な出納管理に資する。 
〈発生主義会計〉 
  経済事象の発生に着目した会計処理原則であり、現金支出を伴わないコスト（減価償却費、

退職手当引当金等）の把握ができる。 
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 財務書類は、「貸借対照表」、「行政コスト計算書」、「純資産変動計算書」、「資金収支計算

書」の４種類で構成されています。 

 各財務書類の概要は、以下のとおりです。 

 

名称 概要 

貸 借 対 照 表 

基準日時点における財政状態（資産・負債・純資産

の残高及び内訳）を表示したもので、公共資産等の保

有量、基金残高、その財源となる地方債残高等を一覧

表にしたもの。 

行政コスト計算書 

一会計年度中の費用（現金収支を伴わない減価償却

費等を含む）・収益の取引高を表示したもので、一年

間の行政サービスに係る経費とそれに伴う使用料及

び手数料を表したもの。 

純資産変動計算書 
一会計年度中の純資産（及びその内部構成）の変動

を表したもの。 

資金収支計算書 
一会計年度中の現金の収入・支出を３つの区分（業

務・投資・財務）で表したもの。 

  

また、財務書類４表は、相互に関係しており、それぞれの数値が互いに影響を及ぼし合

っています。 

 

■ ４表の相関関係 ■ 

２ 財務書類４表 

資産 資産 

 

純資産 

経常費用 

経常収益 

臨時損失 

臨時利益 

純行政コスト 

前年度末残高 

純行政コスト 

財源 

固定資産等の変動 

本年度末残高 

業務活動収支 

投資活動収支 

財務活動収支 

前年度末残高 

本年度末残高 
（＋歳計外現金） 

うち 
現金 
預金 

貸借対照表 行政コスト計算書 純資産変動計算書 資金収支計算書 
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 本市の財務書類は、一般会計に休日応急診療所特別会計を加えた「一般会計等財務書類」

（以下「一般会計等」という。）、市に属する公営事業及び公営企業の特別会計分を加えた

「全体財務書類」（以下「全体」という。）、市と連携して行政サービスを実施している関連

団体の会計を加えた「連結財務書類」（以下「連結」という。）をそれぞれ作成しています。 

 

■ 対象となる会計の範囲 ■ 

                                

区分 会計名等 

連

結

財

務

書

類 

全

体

財

務

書

類 

一
般
会
計
等

財
務
書
類 

一般会計 

休日応急診療所特別会計 

 

国民健康保険特別会計 

介護保険特別会計 

後期高齢者医療特別会計 

公共下水道事業会計  

農業集落排水事業会計  

水道事業会計 

 

 

京都地方税機構 

京都府自治会館管理組合 

京都府住宅新築資金貸付事業管理組合 

京都府後期高齢者医療広域連合 

学研都市京都土地開発公社 

京田辺市都市緑化協会 

枚方京田辺環境施設組合 

 

 

３ 全体・連結財務書類 
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第２章 財務書類４表 
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本市の令和２年度末時点での貸借対照表は、以下のとおりです。 

 

■ 貸借対照表（令和３年３月３１日現在） ■ 

 

 

 

 

４ 貸借対照表 

（単位：百万円） 
一般会計等 全体 連結

【資産の部】 【負債の部】

固定資産 88,231 129,586 130,484 固定負債

有形固定資産 82,823 119,256 119,792 地方債

事業用資産 43,563 43,639 44,172 長期未払金

土地 30,382 30,382 30,899 退職手当引当金

立木竹 - - - 損失補償等引当金

建物 37,023 37,283 37,314 その他

建物減価償却累計額 △ 24,604 △ 24,788 △ 24,803 流動負債

工作物 5,219 5,219 5,219 1年内償還予定地方債

工作物減価償却累計額 △ 4,478 △ 4,478 △ 4,478 未払金

船舶 - - - 未払費用

船舶減価償却累計額 - - - 前受金

浮標等 - - - 前受収益

浮標等減価償却累計額 - - - 賞与等引当金

航空機 - - - 預り金

航空機減価償却累計額 - - - その他

その他 - - -

その他減価償却累計額 - - - 【純資産の部】

建設仮勘定 21 21 21 固定資産等形成分

インフラ資産 38,283 73,400 73,400 余剰分（不足分）

土地 15,718 17,151 17,151

建物 85 1,405 1,405

建物減価償却累計額 △ 56 △ 672 △ 672

工作物 69,409 113,722 113,722

工作物減価償却累計額 △ 47,034 △ 58,401 △ 58,401

その他 - - -

その他減価償却累計額 - - -

建設仮勘定 161 195 195

物品 3,483 7,344 7,346

物品減価償却累計額 △ 2,505 △ 5,124 △ 5,126

無形固定資産 84 1,881 1,881

ソフトウェア 20 22 23

その他 64 1,858 1,858

投資その他の資産 5,324 8,447 8,810

投資及び出資金 37 38 23

有価証券 - - -

出資金 37 38 23

その他 - - -

投資損失引当金 - - -

長期延滞債権 228 323 355

長期貸付金 - 545 545

基金 5,090 7,584 7,930

減債基金 - - 0

その他 5,090 7,584 7,930

その他 - - -

徴収不能引当金 △ 31 △ 42 △ 43

流動資産 3,152 6,065 6,687

現金預金 1,227 3,745 4,339

未収金 168 227 232

短期貸付金 - - -

基金 1,760 1,906 1,929

財政調整基金 1,519 1,665 1,688

減債基金 241 241 241

棚卸資産 - 12 12

その他 - 182 182

徴収不能引当金 △ 2 △ 7 △ 7

91,384 135,650 137,171

-

-

507

65

251

767

2,892

2,070

-

-

21,564

16,815

-

3,982

-

542

65

268

53,624

131,492

2,901

536

-

-

-

-

3,982

-

20,277

4,312

純資産合計 83,015

資産合計 負債及び純資産合計 137,171

82,027

135,650

66,928

91,384

132,413

△ 49,398

268

負債合計 54,156

△ 49,465

24,456

89,991

△ 23,064

-

546

68

610

-

-

20,277

4,772

3,281

-

3,985

-

49,384

25,122

科目 科目 連結全体

49,311

25,052

一般会計等
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 ●全体 

「資産」は、将来の資金流入をもたらすもの、将来の行政サービス提供能力を有す

るものです。本市の資産総額は、一般会計等で 91,384 百万円、全体で 135,650 百万円、

連結で 137,171 百万円となりました。 
一方、「負債」は将来債権者に対する支払い返済により地方公共団体から資金流出を

もたらすものです。負債総額は一般会計等で 24,456 百万円、全体で 53,624 百万円、

連結で 54,156 百万円となりました。 
「純資産」は資産と負債の差額であり、地方税、地方交付税、国庫補助金など将来

の資金の流出を伴わない財源などが計上されています。純資産総額はそれぞれ一般会

計等で 66,928 百万円、全体で 82,027 百万円、連結で 83,015 百万円となりました。 
 
 ●固定資産 
  固定資産は本市が公共サービスを提供するために保有している資産です。有形固定

資産は事業用資産とインフラ資産、物品に区分して計上します。令和２年度末時点で

有形固定資産は一般会計等で 82,823 百万円となっており、資産全体の 90.6％を占めて

います。一般的に地方公共団体では有形固定資産が資産の大部分を占めることが多く、

本市においても、資産全体に占める割合は高くなっています。 
 
 ●流動資産 
  現金と、将来的に現金化が可能な資産等が計上されており、現金預金・未収金・基

金等から構成されています。令和２年度末時点での流動資産の総額は一般会計等で

3,152 百万円となり、うち現金預金の残高は 1,227 百万円となっています。 
 
 ●固定負債 
  主に地方債と退職手当引当金から構成されます。令和２年度末時点での固定負債の

総額は一般会計等で 21,564 百万円となっています。 
 
 ●流動負債 
  主に翌年度に償還予定の地方債と賞与等引当金、未払金や預り金等から構成されて

います。令和２年度末時点での流動負債の総額は、一般会計等で 2,892 百万円となっ

ています。 
 
 ●純資産 
  資産と負債の差額として計上される純資産は、過去の世代や国、府が負担したもの

で、将来的な負担がない資産です。令和２年度末では一般会計等で 66,928 百万円とな

りました。 
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本市の令和２年度行政コスト計算書は以下のとおりです。 

 

■ 行政コスト計算書 ■ 

自 令和 2 年 4 月 1 日   至 令和 3 年 3 月 31 日   

 

 

（単位：百万円） 

５ 行政コスト計算書 

経常費用

業務費用

人件費

職員給与費

賞与等引当金繰入額

退職手当引当金繰入額

その他

物件費等

物件費

維持補修費

減価償却費

その他

その他の業務費用

支払利息

徴収不能引当金繰入額

その他

移転費用

補助金等

社会保障給付

他会計への繰出金

その他

経常収益

使用料及び手数料

その他

純経常行政コスト

臨時損失

災害復旧事業費

資産除売却損

投資損失引当金繰入額

損失補償等引当金繰入額

その他

臨時利益

資産売却益

その他 - - - 3

純行政コスト

2 2 2

△ 30,520 △ 41,071 △ 48,513

- 2 2

2 2 2

- - -

- - -

- - -

51 70 70

△ 30,470 △ 41,002 △ 48,444

51 71 71

504 2,257 2,259

595 757 730

9 6 10

1,099 3,014 2,989

6,010 15,803 150,804

1,300 - -

17,411 27,003 34,168

10,092 11,193 18,355

5 16 16

146 182 308

239 449 576

88 251 251

2,168 3,579 3,581

- - 48

4,358 5,189 5,219

581 634 634

1,133 1,183 1,184

7,108 9,402 9,482

507 532 536

149 149 150

6,812 7,162 7,206

5,023 5,298 5,336

31,569 44,016 51,432

14,158 17,013 17,264

科目 一般会計等 全体 連結
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●全体 
 通常の行政サービスの提供に要したコスト（経常費用）と通常の行政活動に伴い生

じた収入（経常収益）との差額（純経常行政コスト）は、一般会計等で 30,470 百万円、

全体で 41,002 百万円、連結で 48,444 百万円のそれぞれ赤字となりました。これに臨

時的な収支を加味した差額（純行政コスト）は、一般会計等で 30,520 百万円、全体で

41,071 百万円、連結では 48,513 百万円のそれぞれ赤字となりました。 
なお、多くの地方公共団体にあっては、民間企業と異なりサービスを提供しても直

接的に対価を受け取ることが少なく、費用が収益を上回ることが多い傾向にあります。 
 
●人件費 

   職員給与や議員に支払う報酬などのほか、退職手当引当金繰入額や賞与等引当金繰

入額が含まれます。令和２年度人件費総額は一般会計等で 6,812 百万円となりました。 
 
●物件費等 

  主に物件費、減価償却費が計上されています。このうち減価償却費は、日数の経過

等による資産価値の目減り分（1 年分）です。令和２年度の減価償却費は一般会計等

で 2,168 百万円となりました。 
 
●その他の業務費用 
 主に支払利息や徴収不能引当金繰入額等が計上されています。このうち支払利息は、

主に市の地方債に対する利子償還額を計上しています。令和２年度のその他の業務費

用の総額は一般会計等で 239 百万円となりました。 
 
●移転費用 
 主に補助金等や社会保障給付が計上されています。社会保障給付には、生活保護や

児童福祉等に関する費用を計上しています。令和２年度の移転費用の総額は一般会計

等で 17,411 百万円となりました。 
 
●経常収益 
 使用料及び手数料等が計上されています。使用料及び手数料は、通常の行政サービ

スを行うことで市が受益者から受け取る使用料手数料等です。令和２年度の経常収益

の総額は、一般会計等で 1,099 百万円となりました。 
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本市の令和２年度純資産変動計算書は以下のとおりです。 

 

■ 純資産変動計算書 ■ 

自 令和 2 年 4 月 1 日   至 令和 3 年 3 月 31 日   

 

 

６ 純資産変動計算書 

（単位：百万円） 

一般会計等 全体 連結 一般会計等 全体 連結 全体 連結

前年度末純資産残高 89,600 131,737 132,615 △ 23,851 △ 50,992 △ 51,194 - -

純行政コスト（△） △ 30,520 △ 41,071 △ 48,513 - -

財源 30,514 41,169 48,945 - -

税収等 16,325 21,029 24,825 - -

国県等補助金 14,188 20,140 24,120 - -

本年度差額 △ 6 98 432 - -

固定資産等の変動（内部変動） △ 793 793

有形固定資産等の増加 1,520 △ 1,520

有形固定資産等の減少 △ 2,380 2,380

貸付金・基金等の増加 84 △ 84

貸付金・基金等の減少 △ 16 16

資産評価差額 -

無償所管換等 1,184

他団体出資等分の増加 - - － －

他団体出資等分の減少 - - － －

比例連結割合変更に伴う差額 △ 23

その他 - －

本年度純資産変動額 391 △ 245 △ 181 787 1,527 1,797 － △ 23

本年度末純資産残高 89,991 131,492 132,435 △ 23,064 △ 49,465 △ 49,397 － △ 23

1,282

1,1841,184

-

1,178

連結

余剰分

（不足分）

△ 23

合計

-

-

固定資産

等形成分

1,184

-

△ 48,513

48,945

24,825

24,120

1,594

-

83,015

20,140

98

82,027

432

66,928

-

科目

△ 6

65,749

△ 30,520

30,514

16,325

14,188

80,744

△ 41,071

41,169

一般会計等 全体

21,029

他団体出資等分

81,421
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●全体 
 純資産は、資産と負債の差額として計上されるもので、過去の世代や国、府が負担

したもので、将来的な負担がない資産です。純資産変動計算書は、これら純資産の変

動内訳を示しています。令和２年度の純資産変動額は、一般会計等で 1,178 百万円、

全体で 1,282 百万円、連結で 1,594 百万円それぞれ増加しました。 
 
●純行政コスト 
 純行政コストは、行政コストで計算された純行政コストが計上されています。1 年間

の行政活動の結果発生した費用は純資産を減らす大きな要因となっています。令和２

年度の純行政コストは一般会計等で 30,520 百万円となりました。 
 
●財源 
 純資産を増加させる要因として、財源があります。財源の具体的な内訳としては、

地方税、地方交付税、補助金等が計上されています。令和２年度の財源は、一般会計

等で 30,514 百万円となりました。 
 
●税収等 
 財源のうち税収等には、市税、地方交付税、地方消費税交付金等のほか、国民健康

保険特別会計、介護保険特別会計、後期高齢者医療特別会計の保険料等が計上されて

います。令和２年度の税収等総額は、一般会計等で 16,325 百万円となりました。 
 
●国県等補助金 
 国県等補助金は、国や京都府からの補助金等が計上されています。令和２年度の国

県等補助金の総額は一般会計等で 14,188 百万円、全体で 20,140 百万円、連結で 24,120
百万円となりました。 
 
●本年度末純資産残高 
 令和２年度末の純資産残高は、一般会計等で 66,928 百万円となりました。このうち

資産形成のために充当した資源の蓄積である固定資産等形成分が 89,991 百万円、地方

公共団体で費消可能な財源の蓄積である余剰分（不足分）が△23,064 百万円となりま

した。なお、余剰分（不足分）は貸借対照表上「純資産残高－固定資産等形成分」に

より算出され、マイナスになることが多く、この場合余剰分（不足分）は基準日時点

における将来の金銭必要額を示しています。 
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本市の令和２年度資金収支計算書は以下のとおりです。 

■ 資金収支計算書 ■ 

自 令和 2 年 4 月 1 日   至 令和 3 年 3 月 31 日   

 

 

７ 資金収支計算書 

（単位：百万円） 

【業務活動収支】

業務支出 29,526 40,408 47,849

業務費用支出 12,115 13,405 13,659

人件費支出 6,629 6,975 7,019

物件費等支出 5,276 6,020 6,104

支払利息支出 88 251 251

その他の支出 122 157 284

移転費用支出 17,411 27,003 34,190

補助金等支出 10,092 11,193 18,377

社会保障給付支出 6,010 15,803 15,803

他会計への繰出支出 1,300 - -

その他の支出 9 6 10

業務収入 22,816 34,629 42,400

税収等収入 16,233 20,512 25,314

国県等補助金収入 5,494 11,143 14,117

使用料及び手数料収入 504 2,228 2,229

その他の収入 585 747 740

臨時支出 － － -

災害復旧事業費支出 － － -

その他の支出 － － -

臨時収入 8,386 8,454 8,454

業務活動収支 1,676 2,675 3,005

【投資活動収支】

投資活動支出 1,160 2,102 2,073

公共施設等整備費支出 865 1,732 1,695

基金積立金支出 294 349 357

投資及び出資金支出 - - -

貸付金支出 1 1 1

その他の支出 － 20 20

投資活動収入 546 651 651

国県等補助金収入 291 291 291

基金取崩収入 225 298 298

貸付金元金回収収入 1 1 2

資産売却収入 11 11 11

その他の収入 18 49 49

投資活動収支 △ 614 △ 1,451 △ 1,421

【財務活動収支】

財務活動支出 2,394 3,265 3,678

地方債償還支出 2,063 2,934 3,346

その他の支出 331 331 332

財務活動収入 1,805 1,922 2,302

地方債発行収入 1,805 1,922 2,302

その他の収入 － － -

財務活動収支 △ 589 △ 1,343 △ 1,376

472 △ 120 207

667 3,777 4,042

△ 1

1,139 3,657 4,249

前年度末歳計外現金残高 67 67 70

本年度歳計外現金増減額 21 21 20

本年度末歳計外現金残高 88 88 91

本年度末現金預金残高 1,227 3,745 4,339

本年度末資金残高

科目 一般会計等 全体 連結

本年度資金収支額

前年度末資金残高

比例連結割合変更に伴う差額
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●全体 
  業務活動収支は一般会計等で 1,676 百万円、全体で 2,675 百万円、連結で 3,005 百

万円の黒字となった一方、投資活動収支は一般会計等で 614 百万円、全体で 1,451 百

万円、連結で 1,421 百万円の赤字となり、財務活動収支でも一般会計等で 589 百万円、

全体で 1,343 百万円、連結 1,376 百万円の赤字となったことから、令和２年度の資金

収支額としては一般会計等で 472 百万円の黒字、全体で 120 百万円の赤字、連結で 207
百万円の黒字となりました。 

 
 ●業務活動収支 
  業務活動収支は地方公共団体が営む経常的事業等から生じる支出と収入を集計し、

その差額を示したものです。業務支出には人件費、物件費、他会計への繰出金、補助

金等が計上され、業務収入には、市税、使用料手数料、国や府の補助金等が計上され

ます。令和２年度業務活動収支は、一般会計等で 1,676 百万円の黒字となりました。 
なお、収入のうち大きな割合を占める税収等は直接純資産を増やす要因として純資

産変動計算書で、使用料及び手数料等については収益として行政コスト計算書で計上

しており、資金収支計算書ではこれら２つを業務収入としてまとめて計上するため、

通常、業務活動収支は黒字となります。 
 
 ●投資活動収支 
  投資活動収支は地方公共団体が営む投資的事業に係る臨時・特別に発生する支出と

収入を集計し、その差額を示したものです。投資活動支出は貸借対照表における資産

を形成するための支出が計上され、投資活動収入は資産形成の財源となる国庫補助金

や基金取崩収入等が計上されます。令和２年度投資活動収支は一般会計等で 614 百万

円、全体で 11,451 百万円、連結では 1,421 百万円の赤字となりました。 
なお、資産形成には多くの資金が必要となることから、通常、投資活動収支は赤字

となります。 
 
 ●財務活動収支 
  財務活動収支は、地方債の元本償還等の支出と、新規に発行した地方債収入を集計

し、その差額を示したものです。地方債の元本償還と新規発行地方債の多寡によって

収支が決まるため、元本償還を進めれば進めるほど赤字となります。令和２年度財務

活動収支は一般会計等で 589 百万円、全体で 1,343 百万円、連結で 1,376 百万円の赤

字となりました。 
 
 ●本年度末現金預金残高 
  上記の収支に、前年度末資金残高及び歳計外現金とその増減を合算した本年度末預

金残高及び歳計外現金とその増減を合算した本年度末現金預金残高は一般会計等で

1,227 百万円、全体で 3,745 百万円、連結で 4,339 百万円となりました。 
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  ※以下の分析については、特別に記載が無ければ、原則として一般会計等（普通会計）

ベースで行っています。 

第３章 財務書類の分析 



－16－ 

 

 

 

 

資産形成度による分析は、「将来世代に残る資産はどのくらいあるか」を明らかにするも

のです。統一基準による財務書類においては固定資産台帳の整備が前提とされており、貸

借対照表の資産の部において、地方公共団体の保有する資産のストック情報を網羅的に把

握しています。これを住民 1 人当たり等の指標を用いて分析することで、これまでにない

新たな視点を提供することができます。 

 

 

 

 

 

  平成 30 年度 令和元年度 令和 2 年度 

京田辺市 1,293 千円 1,287 千円 1,296 千円 

類似団体平均 1,432 千円 1,460 千円 － 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

８ 資産形成度 

■計 算 式■ 

 資産額÷住民基本台帳人口（令和 3 年 1 月 1 日現在 70,498 人） 

■ 説明 ■ 

 資産額を住民基本台帳人口で除して住民 1 人当たり資産額とすることにより、人口

規模に対して資産の割合が多いか少ないかが明らかになります。 

 

（１）住民 1人当たり資産額・・・１，２９６千円 

■ 分析 ■ 

 本市の住民 1 人当たり資産額は１，２９６千円(前年度比＋９千円)となりました。 

人口が増加（前年度比＋２４８人）しているものの、新しい資産や現金預金の増加

等により資産額は増加（前年度比＋９８１百万円）したため、人１人当たり資産額に

換算すると増加している状況です。今後の人口の推移や、資産の更新計画等を総合的

にみて長期的に資産額等の推移を見ていく必要があります。 

平成 30 年度、令和元年度においては、類似団体平均を下回る状況となっています

が、有形固定資産は将来のコストを発生させる要因にもなることから、単に資産額が

高ければ良いということではなく、自治体ごとに適正な資産額等も異なります。将来

世代への負担等の指標と組み合わせることで、今後の資産の整備・更新等の計画を立

てることが重要です。 
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  平成 30 年度 令和元年度 令和 2 年度 

京田辺市 3.75 年 3.69 年 2.67 年 

類似団体平均 3.68 年 3.59 年 － 

  平成 30 年度 令和元年度 令和 2 年度 

京田辺市 65.9% 67.3% 68.2％ 

類似団体平均 60.7% 61.6% － 

■計 算 式■ 

 資産額÷歳入総額 

■ 説明 ■ 

 当該年度の歳入総額に対する資産の比率を算出することにより、これまでに形成さ

れたストックとしての資産が歳入の何年分に相当するかを表し、地方公共団体の資産

形成の度合いを測ることができます。 

（２）歳入額対資産比率 ２．６７年  

■ 分析 ■ 

 本市の歳入額対資産比率は２．６７年(前年度比－１．０２年)となりました。令和

２年度は、資産額の増加に比べ、国の補助金等の臨時的な収入が大幅に増加したため、

歳入額対資産比率が減少しました。 

■計 算 式■ 

 減価償却累計額÷（有形固定資産合計－土地等の非償却資産＋減価償却累計額） 

■ 説明 ■ 

 有形固定資産のうち、償却資産の取得価額等に対する減価償却累計額の割合を算出

することにより、耐用年数に対して資産の取得からどの程度経過しているのかを全体

として把握することができます。 

（３）資産老朽化比率 ６８．２％  

■ 分析 ■ 

 本市の資産老朽化比率は全体で６８．２％(前年度比＋０．９ポイント)となりまし

た。増加の要因は既存資産の減価償却費が新規資産の整備費を上回ったためであり、

類似団体平均と比較してもやや高い数値となっています。類似団体平均においても数

値は増加しており、全国的に資産の老朽化が進む中、更新や長寿命化対策が課題とな

っています。本市においても公共施設等総合管理計画により計画的な施設の更新・長

寿命化を進めます。 
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  令和元年度と２年度を比較すると、資産の割合は大きく変化ありませんが、生活イン

フラ・国土保全分野と消防分野で資産額が増加しました。また、教育施設が２２％と２

番目に大きな割合となっているのは、各公立幼稚園等を保有している本市の教育環境の

充実の特徴が表れています。 
 
 （H30 年度）                 （R 元年度） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 （R2 年度） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（４）有形固定資産の行政目的別割合 

■ 説明 ■ 

 有形固定資産の行政目的別（生活インフラ・国土保全、福祉、教育等）の割合を算

出することにより、行政分野ごとの社会資本形成の比重を把握することができます。 

 
■ 分析 ■ 

 本市の有形固定資産の行政目的別割合では、道路等の「生活インフラ・国土保全」

で５３％を占めており、次に多いのが学校施設等の「教育」で２２％、庁舎等の「総

務」が１７％となっています。 
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世代間公平性による分析は、「将来世代と現世代との負担の分担は適切か」を明らかにす

るものです。これは、貸借対照表上の資産、負債及び純資産の対比によって明らかにされ

るものです。 

 

 

 

 

  平成 30 年度 令和元年度 令和 2 年度 

京田辺市 72.1% 72.7% 73.2％ 

類似団体平均 71.6% 71.7% － 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

９ 世代間公平性 

■計 算 式■ 

 純資産額÷総資産×１００ 

■ 説明 ■ 

 純資産比率は総資産に対して、過去及び現世代がどの程度負担してきたかを示すも

のです。地方公共団体は、地方債の発行を通じて将来世代と現世代の負担の配分を行

うことから、純資産の変動は将来世代と過去及び現世代との間で負担の割合が変動し

たことを意味します。 

（１）純資産比率・・・７３．２％  

■ 分析 ■ 

 本市における純資産比率は７３．２％(前年度比＋０．５ポイント)で、社会資本等

の形成に関して過去及び現世代が７０％以上を負担してきたことを意味します。類似

団体と比較しても概ね平均的な水準で推移しており、前年度から上昇していることか

ら、地方債の発行により将来世代の負担を増やしている状況でないことがわかりま

す。今後も公共施設等の新規整備や更新が必要になりますが、純資産比率や将来世代

負担比率の数値を参考に、現世代と将来世代の負担の公平性等に留意していく必要が

あります。 
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  平成 30 年度 令和元年度 令和 2 年度 

京田辺市 10.3% 9.6% 9.1％ 

類似団体平均 15.0% 15.3% － 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■計 算 式■ 

 地方債残高÷（有形固定資産＋無形固定資産） 

 

 ※地方債残高については臨時財政対策債等の特例地方債は除いています。 

（２）将来世代負担比率・・・９．１％  

■ 分析 ■ 

 本市における将来世代負担比率は９．１％(前年度比－０．５ポイント)となりまし

た。地方債の償還が進んだことにより減少しています。類似団体平均と比較しても割

合が低く、類似団体平均が増加傾向にある中、本市においては将来世代の負担が少な

い健全な運営ができているといえます。 

全国的な傾向として過去世代が負担してきた社会資本は老朽化が進み、将来世代の

人口は今後減少局面を迎えることを考えれば、将来世代の負担の先送りは一定程度に

抑えるべきと考えられます。本市としても、今後迎える公共施設等の更新時期には財

源を地方債に頼ることが想定されますので、将来世代の負担については経年的に見て

いき、財源を含めて計画的に資産の更新について判断していく必要があります。 

 

■ 説明 ■ 

 将来世代負担比率は有形固定資産に対して将来の償還等が必要な負債による形成

割合を示すものです。これにより社会資本等の形成に係る将来世代の負担の比重を把

握することができます。 
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持続可能性（健全性）による分析は、「財政に持続可能性があるか」を明らかにするもの

で、財政運営における本質的な視点です。これに関しては第一に地方財政健全化法の健全

化判断比率（実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率及び将来負担比率）によ

る分析が行われますが、これに加えて財務書類も有用な情報となります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  平成 30 年度 令和元年度 令和 2 年度 

京田辺市 360 千円 351 千円 347 千円 

類似団体平均 406 千円 413 千円 － 

１０ 持続可能性（健全性） 

■計 算 式■ 

 負債額÷住民基本台帳人口（令和 3 年 1 月 1 日現在 70,498 人） 

■ 説明 ■ 

 負債額を住民基本台帳人口で除して住民 1 人当たり負債額とすることにより、人口

規模に対して負債の割合が多いか少ないかが明らかになります。 

（１）住民 1人当たり負債額・・・３４７千円  

■ 分析 ■ 

 本市における住民 1 人当たり負債額は３４７千円(前年度比－４千円)となりまし

た。本市においては、人口が増加していること、地方債の償還額が新規の地方債の発

行額より上回っていることから、住民１人あたり負債額が減少しました。類似団体平

均と比べても低く良好な財政運営ができているといえます。 

 大規模な公共事業等においては地方債（負債）により財源を確保することがありま

すが、今後も世代間の公平性の確保や、将来世代の負担が過重とならないよう、計画

的な地方債の発行が必要です。 
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  平成 30 年度 令和元年度 令和 2 年度 

京田辺市 1,323 百万円 1,126 百万円 1,219 百万円 

類似団体平均 386.8 百万円 383.4 百万円 － 

■計 算 式■ 

 業務活動収支（支払利息支出除く）＋投資活動収支（基金積立金・基金取崩収入を除く） 

■ 説明 ■ 

 地方債等の元利償還額を除いた歳出と、地方債等発行収入を除いた歳入のバランス

を示すもので、当該バランスが均衡している場合には経済成長率が長期金利を下回ら

ない限り経済規模に対する地方債等の比率は増加せず、持続可能な財政運営であると

いえます。 

（２）基礎的財政収支（プライマリーバランス） １，２１９百万円(黒字) 

■ 分析 ■ 

 本市における令和２年度基礎的財政収支（プライマリーバランス）は１，２１９百

万円(前年度比＋９３百万円)の黒字となりました。平成３０年度、令和元年度と類似

団体平均を上回る黒字を確保しており、概ね健全な状況といえます。なお、基礎的財

政収支は国の財政健全化目標にも用いられておりますが、地方の場合は国と異なり、

建設公債主義がより厳密に運用されていることから、自己判断で赤字公債に依存する

ことができず、国と地方で基礎的財政収支を一概に比較すべきでないことにも留意す

る必要があります。 

■計 算 式■ 

 流動資産÷流動負債×１００ 

■ 説明 ■ 

 短期的な債務である流動負債の返済能力を判断する指標で、手元流動性（短期的な

資金繰り）を示す指標です。比率が高いほど短期的な資金繰りにおいて余裕があり、

安定性が高いといえます。 

（３）流動比率・・・１０９．０％ 

■ 分析 ■ 

 本市の流動比率は１０９．０％(前年度比＋１９．７ポイント)と１００％を上回り、

地方債の減少等により前年度と比較して増加しました。 

１００％に近いほど短期的資金繰りに安定性があるといえるため、流動比率の推移を

注視する必要があるといえます。 
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 効率性は、「行政サービスは効率的に提供されているか」を明らかにするものです、財政

の持続可能性と並んで重要な視点です。 

 行政コスト計算書は地方公共団体の行政活動に係る人件費や物件費等の費用を発生主義

に基づきフルコストとして表示するものであり、行財政の効率化を目指す際に不可欠な情

報を一括して把握できます。 

 

 

 

 

 

  平成 30 年度 令和元年度 令和 2 年度 

京田辺市 296 千円 304 千円 433 千円 

類似団体平均 319 千円 331 千円 － 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■計 算 式■ 

 純行政コスト÷住民基本台帳人口（令和 3 年 1 月 1 日現在 70,498 人） 

■ 説明 ■ 

 行政コスト計算書で算出される純行政コストを住民基本台帳人口で除して住民1人

当たり行政コストを算出することにより、人口規模に対する行政コストの割合が多い

か少ないかが明らかになります。 

（１）住民 1人当たり行政コスト・・・４３３千円  

■ 分析 ■ 

 本市における住民1人当たり行政コストは４３３千円(前年度比＋１２９千円)とな

りました。これは特別定額給付金等により、令和２年度の行政コストが大きく増加し

たことによるものです。 

全国的な近年の傾向としては、人口減少による税収の減収や、高齢化による社会保

障給付の増加等により、行政コストは増加傾向にあると考えられます。本市における

傾向としても純行政コストは増加していますが、人口も増加しているため住民 1 人当

たり行政コスト増加は緩やかとなっています。 

住民 1 人当たり行政コストは、地方公共団体の行政活動の効率性を図る指標である

ことから、行政コストの状況を経年比較、類似団体比較することにより、効率的な財

政運営のために引き続き注視する必要があります。 

１１ 効率性 
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弾力性による分析は、「資産形成等を行う余裕はどのくらいあるか」を明らかにするもの

です。財政構造の弾力性を示す指標としては経常収支比率（経常経費充当一般財源の経常

一般財源総額に占める比率）等が用いられますが、財務書類による分析も有用です。 

例えば、純資産変動計算書において、地方公共団体の資産形成を伴わない行政活動にか

かる行政コストに対して地方税、地方交付税等の当該年度の一般財源等がどれだけ充当さ

れているか（行政コスト対税収等比率）を示すことができます。これはインフラ資産の形

成や施設建設等の資産形成を行う財源的余裕度がどれだけあるかを示すものです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１２ 弾力性 

■計 算 式■ 

 純経常行政コスト÷財源×１００ 

■ 説明 ■ 

 税収等の一般財源等に対する純行政コストの比率を算出することによって、当該年

度の税収のうち、どれだけが資産形成を伴わない行政コストに費消されたのかを把握

することができます。この比率が１００％に近づくほど資産形成の余裕度が低いとい

え、さらに１００％を上回ると過去から蓄積した資産が取り崩されたことを表しま

す。 

（１） 行政コスト対税収等比率・・・９９．９％ 

■ 分析 ■ 

 本市の行政コスト対税収等比率は９９．９％(前年度１０１．２％)で１００％を下

回りました。これは過去からの蓄積された資産を取り崩すことなく、経常的に発生す

る行政コストを、市税等の税収等で賄ったことを表しています。 
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自律性は、「歳入はどのくらい税収等で賄われているか（受益者負担の水準はどうなって

いるか）」を明らかにするものです。 

これは地方公共団体の財政構造の自律性に関するものであり、決算統計における歳入内

訳や財政力指数が関連しますが、財務書類においても行政コスト計算書で使用料・手数料

などの受益者負担の割合を算出することが可能であり、これを受益者負担水準の適正さの

判断指標として用いることができます。 

 

 

 

 

 

  平成 30 年度 令和元年度 令和 2 年度 

京田辺市 6.5% 5.8% 3.5% 

類似団体平均 4.6% 4.5% － 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１３ 自律性 

■計 算 式■ 

 経常収益÷経常費用×１００ 

■ 説明 ■ 

 行政コスト計算書の経常収益は、使用料・手数料など行政サービスにかかる受益者

負担の金額であり、これを経常経費と比較することにより行政サービスの提供に対す

る受益者負担の割合を算出することができます。地方公共団体の行政サービス全体の

受益者負担の割合を経年比較や類似団体比較により、本市の受益者負担の特徴を把握

することができます。 

（１） 受益者負担の割合・・・３．５％ 

■ 分析 ■ 

 本市の受益者負担の割合は３．５％(前年度比－２．３％)となりました。令和２年

度は特別定額給付金等の行政コストが大きく増加したことにより低下しました。当該

指標は単純な割合の高低により良し悪しを判断するものではなく、自治体が提供する

サービスが税金で賄われているか、受益者に一定の負担をいただいているかを表す指

標となっています。 

行政サービス全体の受益者負担の割合を経年比較、類似団体比較することにより、

本市の受益者負担の特徴を把握し、今後の施策決定の参考とすることが重要です。 
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